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神崎町第4次総合計画策定に�
伴うアンケート調査に協力を�
お願いします！�
　町では、平成23年度を初年度する
10ヵ年計画の策定を進めています。
策定にあたり、町民の皆さんの考え
を把握するため、20歳以上の方を対
象に2，000名を無作為抽出してアン
ケート調査を行います。１月中旬に
用紙を配布しますので、記入・提出
をお願いします。
○お問い合わせ
　まちづくり課　　○72２１１４

◆皆さんは犯罪被害制度があることをご存じ

　ですか？

　この制度は、通り魔殺人など故意の犯罪行

為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族

や、身体に重大な負傷又は疾病を受けた被害

者及び障害が残ることとなった被害者に対し

て、社会の連帯共助の精神に基づき、国が一

定の給付金を支給し、その精神的、経済的打

撃の緩和を図ろうとするものです。但し、一

定の要件を満たさないものは制度の適用を受

けられません。

◆給付金の種類は、�

　①遺族給付金（亡くなられた場合）

　②障害給付金（障害が残った場合）

　③重傷疾病給付金（重大な負傷又は疾病に

　　かかった場合）※療養期間が１ヶ月を越

　　え、かつ一定の要件を満たす場合

　の３種類があります。いずれも一時金とし

て給付金が支払われます。

※詳しくは、香取警察署警務課（　○54０１１０）

　にお問い合わせください。

　総務省では、各地域で地上デジタル放送を理解
していただくために説明会を開催していますの
で、お気軽にお越しください。
○開催日・会場
　１月１３日○水　四季の丘コミュニティセンター
　１月３０日○土　神崎ふれあいプラザ視聴覚室
○開催時間
　１回目　11：00～ ２回目　14：00～
・各会場では、可能な限り個別相談にも応じます。
※東京電力・成田国際空港の共同受信施設の利用に
　関する説明会は行いませんので、ご注意ください。
○お問い合わせ　千葉県テレビ受信者支援センター
　　０４３－３０８－０４６１

　どのように子どもと接した
ら親の愛情が素直に子どもに
伝わるか、講師の方と一緒に
考えてみませんか。
　多くの方の参加をお待ちし
ています。
○日　時　１月２３日○土　 14：00開演
○会　場　神崎ふれあいプラザ視聴覚室
○演　題　「心の通い合う親子のコミュニケー
　　　　　ション」
○講　師　白石　仁美　先生（親業訓練協会）
○お問い合わせ　教育委員会　　○72１６０１


